
申
出
書
の
受
付

各
機
関
と
の
調
整
・
協
議

変
更
計
画

（
案

）
に
係
る
公
告

縦
覧
期
間

整
備
計
画
変
更
協
議
申
出

知
事
協
議

（
同
意

）
回
答

変
更
計
画
決
定
に
係
る
公
告
・
縦
覧

農
業
振
興
地
域
整
備
計
画
の
案
と
理
由
書
作
成

　
地
域
住
民
か
ら
の

　
意
見
書
提
出
期
間

申
出
書
の
受
付

各
機
関
と
の
調
整
・
協
議

変
更
計
画

（
案

）
に
係
る
公
告

縦
覧
期
間

変
更
計
画
決
定
に
係
る
公
告
・
縦
覧

農
業
振
興
地
域
整
備
計
画
の
案
と
理
由
書
作
成

　
地
域
住
民
か
ら
の

　
意
見
書
提
出
期
間

市
に
対
す
る
異
議
申
出

異
議
申
出
に
対
す
る
決
定

整
備
計
画
変
更
協
議
申
出

知
事
協
議

（
同
意

）
回
答

県
知
事
に
対
す
る
審
査
申
立

審
査
申
立
に
対
す
る
裁
決

異
議
の
申
出
期
間

 

期間（およそ8～12ヶ月） 

異議の申出がない場合 

おおむね 

３０日間 
１５日間 

おおむね 

３０日間 
１５日間 

６０日以内 ３０日以内 ６０日以内 

異
議
の
申
出
期
間

 

異議の申出がある場合 

期間（およそ10～16ヶ月） 

※この事務処理に要する期間はあくまでも目安です。申出件数、内容等により協議期間は異なります。 

※審査申立がされない場合 


